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Ⅰ は じ め に

少年法は，�条で「この法律は，少年の健全な育成を期し，非行のある少年

に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに，少年の

刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」と謳っており，保

護・教育主義，保護処分優先主義をとっているものと解されている1)。この健

全育成についても，その理解は一義的ではないが，ここでは，少年が将来犯

罪・非行を繰り返さないように，その問題点を改善し，平均的ないし人並みの

状態に至らせることを目指すこととしておく2)。しかし，その具体的な内容は，

捜査，調査，審判，処遇などの各分野において，その現れ方が異なり，そのた

めの働きかけ等については，各分野における検討が必要となる3)。また，刑事
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�） 田宮裕 =廣瀬健二『注釈少年法（第�版）』28 頁。

�） 詳細について，田宮 =廣瀬・前掲 30 頁，守屋克彦「『少年の健全な育成』と手続的機

能」『少年法の理念』20 頁参照。

�） 各分野における検討として，座談会②「少年の健全育成とは何か」『少年法の理念』

314 頁，最近の文献として，澤登俊雄「『非行のある少年』と『健全育成』」『少年法の理

念』�頁，河原俊也「少年の健全な育成」『植村立郎判事退官記念論文集第�巻』413 頁

など参照。



訴訟法�条が「この法律は，刑事事件につき，公共の福祉の維持と個人の基本

的人権の保障とを全うしつつ，事案の真相を明らかにし，刑罰法令を適正且つ

迅速に適用実現することを目的とする。」と規定していることと対比すると，

少年法が刑事訴訟法の特則である以上，公共の福祉維持，人権保障，事案の真

相解明，刑罰法令の適正迅速な適用実現は，いずれも少年法においても前提と

されているはずであるが，各要素に対する重点の置き方には議論がある。

また，少年法は，平成 12 年，平成 19 年，平成 20 年と大きな法改正を経て

きたが，前記�条の目的に関する部分には変更は加えられていないのみならず，

平成 19 年の改正では，警察官の触法少年の調査についてではあるが，「少年の

情操の保護に配慮しつつ，事案の真相を明らかにし，もって少年の健全な育成

のための措置に資することを目的として行うものとする。」との規定（�条の

�第�項）が追加されており4)，前記の基本理念には変化はないと評価されて

いる5)。しかし，それぞれの改正には異論もあったうえ，改正のたびに厳罰

化・刑罰化が進み理念が揺らいでいるとの指摘もある6)。

他方，少年法の運用状況を反映している裁判例においては，後述するように

団藤補足意見が少年法の基本理念との関係を詳細に展開し，これらの法改正の

契機ともなった最高裁判例〔判例�〕及び，非行事実の認定に関して前記改正

法が適用されている最高裁判例〔判例�〕，〔同�〕，〔同�〕が積み重ねられて

いる。

いうまでもなく，この基本理念の理解は，少年法の解釈・運用のみならず，

今後の少年法制の方向性にも大きな影響を及ぼすものであるが，ここでは，こ

れらの判例を紹介しつつ，そこから事案の真相解明・そのための家庭裁判所等

の職権行使の合理的裁量と基本理念の関係に焦点をあてていくこととする。
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�） 他に，�条の�第�項・22 条の�第�項・31 条の�第�項等も少年の「健全な育成」

への配慮を規定している。

�） 松尾浩也「少年法 戦後 60 年の推移」家月 61 巻�号 100 頁，川出敏裕「少年法改

正の意義と今後の実務への期待」同 122 頁，廣瀬健二「我が国少年法制の現状と展望

基本理念と法改正を中心として」ケース研究 301号 25頁。

�） 例えば，葛野尋之『少年司法改革の検証と展望』10 頁等。



Ⅱ 裁判所の職権行使に関する最高裁判例 7)

� 〔判例�〕最決昭和 58・10・26刑集 37巻	号 1260 頁 流山中央高校

放火未遂事件

〈事実の概要〉

高校�年生の少年 A（17 歳）は，高校の指導方法等への不満から，①同校の

生徒 B他 11名らと共同して深夜，落書，ガラス破損等（損害合計約 70万円）

の暴力行為等処罰に関する法律違反，②その半月後の昼，同校�年のＣ他�名

と共謀して，同校廊下でのガソリンを用いた現住建造物等放火未遂の事実であ

る。千葉家裁松戸支部（原々審）の審判で Aは①の事実は認め，②の事実を否

認し，附添人（改正前の表記であるが，以下「付添人」で統一する）は，証人 11

人（うち目撃者�人）を申請するなどしたが，原々審は，アリバイ関係�人，

共犯者�人の証人尋問を行い，目撃者�人（同校�年女子）は，仕返しされる

恐れがあり，A や付添人にわからないようにしてほしい等の申し入れがあっ

たため，少年及び付添人に立会の機会を与えず審判廷外で参考人として取り調

べたうえ，①②の両事実を認定し，Aを保護観察に付した（原々決定）。

付添人は，事実誤認と目撃者等の証人尋問をせず，少年側に証拠の信憑性を

争う機会を保障しなかった措置は違法だと抗告した。東京高裁（原審）は，事

実誤認はない，少年審判手続は当事者対立構造ではなく，少年の証拠調請求

権・厳格な証拠法則の適用もないから，書証の供述者の直接尋問及び反対尋問

の機会供与は必須ではなく，少年・付添人の意見を踏まえて家裁が合理的裁量

に基づき必要と認める範囲・限度で書証の供述者を証人尋問するなどの証拠調

べをすれば足り，本件目撃者の参考人調べ等も前記申出等を考慮したもので合

理的裁量を誤ってはいないとして，抗告を棄却した（原決定）。付添人は，憲

法 31 条違反を理由に再抗告した。
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�） 本稿では，事案の解明・事実の取調べに関する裁量権行使を検討するので，各判例の

事案の事実経過・事実認定等に関する事項をやや詳細に摘記することとする。



〈決定要旨〉

抗告趣意の実質は単なる法令違反で抗告理由に当たらないとして抗告棄却し

たが，なお書きで以下の判示をしたほか，団藤重光・中村治朗両裁判官の補足

意見が付されている。

「少年保護事件における非行事実の認定にあたっては，少年の人権に対する

手続上の配慮を欠かせないのであって，非行事実の認定に関する証拠調べの範

囲，限度，方法の決定も，家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく，

少年法及び少年審判規則は，これを家庭裁判所の合理的裁量に委ねた趣旨と解

すべきである。」

団藤補足意見要旨 「少年法（以下，法という。）は，刑事訴訟法とちがつて，

少年の保護事件における事実の証明について詳細な規定を置いていない。それ

は，もともと単純な法の不備というようなものではなく，少年審判の本質と深

いかかわりをもつのである。けだし，第一に，刑事事件においては，刑罰は犯

罪に対して科されるのであつて，犯罪事実の証明は刑事処分に対して直接的な

意味をもつのであるが，これに対して，少年保護事件においては，少年の要保

護性に対応して保護処分が言い渡されるのであつて，非行事実（法�条�項各

号参照）は，�号の犯罪事実にしても，少年の要保護性を基礎づける意味をも

つ事実にすぎず，非行事実と保護処分との結びつきは要保護性を介しての間接

的なものである。要保護性の認定のためには，非行事実の認定のほかに，家庭

裁判所調査官の調査や少年鑑別所の鑑別などによる少年の素質・環境の全般に

わたる立ち入つた調査が不可欠である。第二に，保護処分は，刑罰とちがつて，

『少年の健全な育成』を期して，非行のある少年の『性格の矯正及び環境の調

整』をはかるものである（法�条参照）。その点から，少年審判における非行事

実については刑事裁判における犯罪事実の証明のような厳格な証明は必要でな

いという見方も成り立つであろうし，また，このような目的を達成するために

は，本来，少年審判のすべてが家庭裁判所の合目的的な裁量にゆだねられるべ

きはずのものだともいえるであろう。これらのことは，アメリカにおける少年

審判制度創設当時の福祉を主眼とする基本理念につながるものであり，少年審
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判制度の社会的機能とでもいうべき側面を現わすものである。現行少年法が少

年保護事件についてこまかい証拠法的な規定を設けなかつたのは，このような

趣旨によるものであつたと考えてよいであろう。

しかし，これに対して，少年審判制度に少年の人権保障の観点を軸とする，

いわば司法的機能の面がなければならないことが，従来の運用の反省の上に，

やがて強く意識されるようになつて来たのは，当然の成行きであ」り，「これ

はわが国における少年法の改正の方向づけの上ばかりでなく，現行少年法の解

釈運用の上にも反省をせまるものである」。「おもうに，保護処分（法 24 条）

は少年の健全な育成のための処分であるとはいえ，少年院送致はもちろん，教

護院・養護施設への送致や保護観察にしても，多かれすくなかれなんらかの自

由の制限を伴うものであつて，人権の制限にわたるものであることは否定しが

たい。したがつて，憲法 31 条の保障する法の適正手続，すくなくともその趣

旨は，少年保護事件において保護処分を言い渡すばあいにも推及されるべきこ

とは当然だといわなければならない……」。

「このように考えて来ると，少年保護事件における事実の証明に関して少年

法が厳密な規定を置いていないことをもつて，すべてを家庭裁判所の自由な裁

量にゆだねている趣旨と解することは，とうてい許されないのである。家庭裁

判所の裁量は，右に述べたようなことをふまえての覊束された裁量であり，そ

の措置が一定の限度を逸脱するときは，まさしく法令の違反になるものといわ

なければならない。わたくしは，このような要請は，ひとり適正手続条項から

だけのものではなく，実に法�条の宣明する少年法の基本理念から発するもの

であると信じるのである。少年に対してその人権の保障を考え納得の行くよう

な手続をふんでやることによつて，はじめて保護処分が少年に対して所期の改

善効果を挙げることができるのである。」

非行事実の認定上重要な意味を有する目撃者についても，少年審判において

は，無用の形式性をなるべく避けるのが相当であるから，必ずしも証人尋問の

方式による必要はないと解するが，「保護手続においても，証人尋問の形式に

よるばあいには，保護事件の性質に反しないかぎり刑事訴訟法の証人尋問の規
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定が準用されることになり（法 14 条�項），その結果，本人の出頭・供述が確

保され，また，虚偽の供述が抑止されることになるのであつて，とくにそのよ

うな必要が認められるような事情があるときは，保護事件においても証人尋問

の形式によることが法の要請だというべきである。次に立会いおよび反対尋問

の関係では，参考人にせよ証人にせよ，重要な参考人・証人であるかぎり，少

年ないし附添人から要求があるときは，すくなくとも実質的に充分にその機会

をあたえる必要があるものと解しなければならない。憲法 37条�項の趣旨は，

適正手続の内容の一部をなすものとして，少年保護事件にも実質的に推及され

るべきものと考える」。

本件の審理経過，証拠関係に鑑みると，「原原審が少年・附添人に目撃者に

対する立会い・反対尋問の機会をあたえなかつたことは，……裁判所の裁量の

範囲を逸脱するものであつたと解せざるをえない」が，問題のない前掲①の事

実だけでも保護観察とした原原審の判断を甚だしく不当とまではいうことがで

きず，原決定及び原原決定を取り消さなければ著しく正義に反するとまでは認

めることができないので，結論においては，多数意見と同じく，本件抗告は棄

却を免れない。

中村裁判官は，団藤裁判官の意見に同調し，「少年に対する保護処分は，刑

罰とは異なるとはいえ，やはり少年に対して一つの汚名を与えるものとして受

けとられ，その経歴及び今後の社会生活関係に不利益を及ぼし，また，当該少

年の心理にも深い傷跡を残す処分であることを否定できず，この点からも，そ

の要件である非行事実の認定については，憲法上の適正手続の要求を無視する

ことはできないと考える。」と補足している8)。
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	） 本判例全体の解説・評釈として，木谷明「判批」最高裁判所判例解説刑事篇昭和 58 年

度 356頁，田宮裕「判批」少年法判例百選�頁，木谷明 =家令和典「判批」同 94 頁，廣

瀬健二「判批」刑事訴訟法判例百選（第�版）220 頁など参照。



� 〔判例�〕最決平成 17・�・30 刑集 59 巻�号 79 頁 御殿場事件

〈事実の概要〉

少女Ｖ（15 歳）から平成 13 年�月 17日に被害申告があり，これに基づく捜

査の結果，本件少年ほか�名（後輩グループ），Ｂほか�名（先輩グループ）合

計 10名が共謀のうえ，同月 16日午後�時 50 分ころから 11時ころまで，市内

の公園でＶを押し倒すなどの暴行を加えて強姦しようとしたが，Ｖが生理中の

ため，わいせつ行為にとどまった旨の強姦未遂保護事件（事実①）により，同

年 11月 26日から平成 14 年�月 10日までに後輩グループが順次逮捕された。

少年以外の後輩グループ�名はいずれもその審判でも前記非行事実（事実①）

を認めて同年�月 15日までに保護処分決定（�名少年院送致，�名保護観察）

がなされた（いずれも確定）。本件少年は，同年�月�日逮捕され，警察官の弁

解録取では否認したが，同日付上申書，翌日の検察官の弁解録取，勾留質問で

は自白し，それを維持したまま同月 25日家裁送致されて同日観護措置がとら

れ，付添人も選任された。その第�回審判で少年，付添人ともに前記送致事実

を認め，即日少年に対し在宅試験観察決定がなされた。同月 24日逮捕された

先輩グループ�名は審判でも非行事実を否定していたが，同年�月�日検察官

送致され，同年�月 23日までに静岡地裁沼津支部に同内容の強姦未遂被告事

件（関連刑事事件）で起訴された。

本件少年は，同月 28日の第�回審判で否認に転じ，付添人もその後の意見

書で，少年の 16日の前後の行動について具体的に主張し，少年の捜査段階の

上申書には信用性がない，Ｖは被害に遭った日を�週間前と供述変更している

が，被害の存在自体疑問である旨主張した。静岡家裁沼津支部（原々審）は，

試験観察決定を取り消し審判を続行することとした。

関連刑事事件においてＶの証人尋問が同年�月�日から行われ，Ｖは当初は

被害申告とおり述べたが，再度の尋問の際，被害日時を�週間前と変更したた

め，同年�月 19日，犯行日を平成 13 年�月�日とする事実②に訴因が変更さ

れ，以降，その審理・判決が行われ，控訴，上告を経て事実②についての有罪

が確定している9)。
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原々審では，検察官に補充捜査も依頼し，関連刑事事件のＶの証人尋問調書

等関係証拠の追送付を受けるなどしたうえ，平成 14 年 10月 24日検察官の関

与決定をした。少年は，同年 11月�日第�回審判で事実②も否定した。原々

審はその後，少年本人質問，取調べ警察官の証人尋問などの審理を重ね，検察

官から送付された関連刑事事件での各証人尋問調書，先輩グループの各上申書，

同人らの関連刑事事件での被告人供述調書，関係者の供述調書，関連刑事事件

での証人尋問調書，Ｖの携帯電話の通話履歴などに関する書証等，付添人から

提出された少年の陳述書，前記通話履歴に関連する書証などを取り調べ，検察

官及び付添人双方の意見を聴いたうえ，平成 16年�月 22日第 17回審判で，

少年を含む多人数の者が公園内でＶに集団でわいせつな行為をした事実があっ

たことを強く窺わせる証拠があり，これと符合する少年の自白の信用性を認め

ながら，犯行日時に少年が他�名と共謀のうえ，Ｖに対する強姦未遂行為を行

ったと認定するには，なお合理的な疑いが残るとして不処分の決定（原々決

定）をしたが，この決定では，共犯者の捜査段階の自白，そのアリバイ供述等

については，具体的に検討されていなかった。

原々決定に対する検察官の重大な事実誤認を理由とする抗告受理申立を東京

高等裁判所が受理し，抗告裁判所（原審）として，審理に検察官を関与させ，

検察官，付添人双方の意見を聴いたうえ，検察官提出の共犯者や参考人の供述

調書，関連刑事事件の共犯者らの証人尋問調書，捜査報告書，付添人提出の時

刻表，時系列表等に加え，職権で，関連刑事事件の記録中，公判調書（手続），

証拠等関係カード，参考人や共犯者の証人尋問調書等，共犯者らのアリバイ関

係を中心とする証拠を取り寄せて取り調べた（付添人は�度目の証拠取寄せには

不要と述べ反対した。）。原審は，これらの証拠に基づいて，被害者の供述の信

用性及び少年の自白について，その供述の過程・内容，他の証拠との整合性な

どを検討し，共犯者の供述についても検討したうえ，いずれも信用性が認めら

れ，これらの信用性を否定した原々審の判断は是認できないこと，職権により

8 立教法務研究 第�号（2014）
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取り寄せた共犯少年らの供述等の証拠を検討しても，共犯者らにアリバイは成

立せず，被害者の供述等の信用性に疑いはないとして，原々決定を取り消して，

事件を原々審に差し戻した（原決定）。

付添人は，原決定に対して憲法違反（31 条・37 条�項・32 条），判例違反

（最決昭 58・10・26刑集 37巻	号 1260 頁），事実誤認を理由として再抗告を申立

て，原審（抗告裁判所）が原々審（家裁）が検討していない点にまで踏み込ん

で，事実の取調べをしたり，判断をした在り方が事後審としての合理的な裁量

を逸脱したものであるなどと主張した。

最高裁は，付添人の抗告趣意は，実質は単なる法令違反の主張等でいずれも

抗告理由に当たらないとして再抗告を棄却したが，職権判断として以下の判示

をした。

〈決定要旨〉

「少年保護事件における非行事実の認定に関する証拠調べの範囲，限度，方

法の決定は，家庭裁判所の完全な自由裁量に属するものではなく，その合理的

な裁量にゆだねられたものであるところ〔判例�〕，その抗告裁判所による事

実の取調べも，少年保護事件の抗告審としての性質を踏まえ，合理的な裁量に

より行われるべきものと解される（少年法 32 条の�参照）。前記のとおり，本

件においては，原々審が取り調べた証拠を前提とする限り，被害者の供述等の

信用性に関する原々審の消極的評価は是認できないが，アリバイ供述等につき

信用性の検討を行わない限り，被害者の供述等について最終的な信用性の判断

をすることができないというのであるから，原審が，アリバイ供述等の信用性

について，必要な事実の取調べをして検討した上で，原々決定を取消し，事件

を差し戻したことは，合理的な裁量の範囲内として是認することができ

る。｣10)

少年事件における事案の真相解明（廣瀬健二） 9
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� 〔判例�〕最決平成 20・�・11 刑集 62 巻�号 1927頁 大阪地裁所長

襲撃事件

〈事実の概要〉

本件の送致事実は，少年（14歳）が，A（26 歳），B（29歳），C（16 歳。少年

の兄），D（13歳）と共謀のうえ，金員を強取しようと企て，平成 16年（以下

原則省略）�月 16日午後	時 35分ころ，大阪市内路上を徒歩で帰宅途中の被

害者（61歳）に，Dが後方から体当たりして路上に転倒させる暴行を加え，少

年，B，D，Cがその周りを取り囲んで「金を出せ。殺すぞ」などと脅迫して，

その反抗を抑圧し，現金�万円余を強取し，その際，被害者に骨盤骨折（入院

加療 51日，その後通院加療約�か月）を負わせたというものであった。

本件の捜査経過は以下のとおりである。捜査機関は，付近の聞き込み等によ

り本件直前，現場周辺で数人の同一グループによると思われる数件の「親父狩

り」の前兆とみられる恐喝未遂等の事案（前兆事案）の情報をつかむと共に，

現場付近の民家の防犯カメラに撮影された本件犯行グループとみられる�名の

映像（本件映像）を入手し，その身体的特徴や服装等から，Dほか	名，その

親分格の Aら�名等を把握し，Dを別件で�月 26日児童相談所に通告して一

時保護し，翌日Ｓ，Ｕを逮捕し，Cを在宅で，それぞれ別件と併行して，本件

の取調べを始めた。�月 16日Ｇから自供を得ると共に現場へ同行して実況見

分し，同月 19日 Cに自供書等を作成させると共に現場等を案内させ，翌 20

日少年，翌 21日Ｌに各自供書を作成させ，翌 22日少年に現場の引き当たりを

させた後，逮捕し，同月 25日及び�月�日 Hに各自供書を作成させ，A，B

を�月 14日逮捕し取り調べたが否認していた（強盗致傷罪で公訴提起）。少年

は，任意同行後，取調べの早い時期から本件への関与を認め，具体的かつ詳細

な供述をし，家裁送致された�月 11日（観護措置決定手続）には自白していた

が，同月 17日以降は一貫して否認している。Cは，自らの少年審判で自白を

維持し，中等少年院送致決定を受け（入所後，否認に転じ，抗告，再抗告申立，

各棄却・確定），その後の少年の審判期日及び Aらの公判における証人尋問で

は本件への関与を否定している。Dは自白し，児童自立支援施設へ入所し，
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少年の審判期日の証人尋問でも自白を維持したが，その後Aらの公判の証人

尋問では否認に転じたものの，アリバイ関連供述はしていない。

この間，大阪家裁（第�次家裁）は，裁定合議決定，検察官関与決定をして

審理を進め，付添人らは，少年らの自白の信用性を否定しアリバイを主張し，

本件映像の鑑定結果から B，Cの犯人性を否認して非行なし不処分決定を求め

ていた。

審判の結果，第�次家裁は，Cの自白は，詳細かつ具体的で臨場感，迫真性

に富み，自然なこと，Cが最初に自白・供述した動機・経緯，供述変遷理由の

合理性，Cが付添人及び母に一貫して自白し，現場を案内していること，被害

者に謝罪の手紙を出し，その後の自己の審判でも自認しており，信用できるこ

と，少年らの否認・アリバイ供述は，Cが少年院に送致され，共犯者らの否認

供述を受けたもので信用できないこと，Dの自白は，詳細かつ具体的で，少

年らに不利な供述をする動機がないこと，現場を自ら案内していること，施設

入所後に反省文を書いていること，少年の審判でもほぼ同様の証言をしており，

信用できること，Dの否認証言は供述変遷が不合理で信用できないこと，少

年の自白は，詳細かつ具体的で臨場感，迫真性に富み，自然なこと，勾留裁判

官や観護措置裁判官にも C，Dの関与を認めていること，兄や仲の良い友人 C，

Dの虚偽供述をする動機がないこと，現場の案内もしていることなどから信

用性が認められ，C，Dの前記供述と主要部分が符合し，相互に信用性を補強

しており，信用できる。少年の否認供述は不自然で信用できず，付添人援用の

鑑定は，基礎データ等に問題があり信用性が認められないとして，送致事実と

同旨の事実を認定し，平成 18 年�月，少年を中等少年院に送致（一般短期処

遇）した（第�次家裁決定）。これに付添人が重大な事実誤認等があるとして，

抗告した。

大阪高裁（第�次抗告審）は，検察官関与決定をして事実の取調べを行い，

①被害者の供述，防犯ビデオの鑑定結果（約�秒・極小・不鮮明な映像で一団で

走り，重なり合うため各人の頭頂部・足元の映像は乏しく，証明力に限界がある）

を検討すると，�名に身長差 16cm，体重差 36kg は見出せず，犯人中に B

少年事件における事案の真相解明（廣瀬健二） 11



（183cm，86kg）がいたことには合理的疑いが残ること，② Dの自白は，裏付

ける客観的証拠がなく，アリバイ主張には女友達Ｆ，その母の供述と携帯電話

メールの送受信記録があり排斥し難いこと，取調べが 56日間も続き執拗で 14

歳の被疑者に対する適正な捜査方法とはいえないこと，人間関係等から疑問な

供述部分があること，共犯者間の実行手順，役割等の話し合いがなく，Aか

らの合図，直前の恐喝は曖昧なのに本件実行場面等は具体的かつ明確であるこ

と，非行仲間が揃う経緯に説明し難い齟齬があることなどから，信用性は疑わ

しいこと，③Ｇの供述は，日没時刻，関係者の供述，動機とされた借金申込の

事実等との不整合，Aが捜査中に犯行内容の詳細をＧに説明するなど不可解

な点があり，犯行の関与者が不合理に変転し，他の関係者の供述との齟齬など

から，総体的に虚構の疑いが濃いこと，④一旦自白した者のうち，Ｈは漠然と

した供述で現場の案内もできず犯人性が否定されたこと，いずれも警察官から

かなり厳しい取調べを受け，共犯者の名前等も強い誘導等を受けた可能性が高

いこと，⑤ Cの自白は，客観的裏付けがなく，犯行時の D，Bの着衣も発見

されず，携帯電話の通話記録と整合しないなど重要な部分で客観的な事実と齟

齬があること，警察官の取調べに威圧性が窺えること，現場の案内は土地鑑，

取調べ等の情報でも可能なこと，謝罪の手紙は別罪による処分を予想し他の収

容少年の勧めで出す可能性もあること，共犯者が不自然に変遷し誘導が窺える

こと，共犯者との集合，余罪の実行等，直前の重要な事実にも不自然な変遷が

あること，共犯者や被害者の服装等に克明な記憶がある一方，強奪品について

曖昧さがあるなど不自然さがあること，Dらの自白と，Bの関与度，Aの加

担表明時期，余罪の際の集合場所・関与者等，重要な部分に説明できない齟齬

があることなどから，信用性に疑義があること，⑥少年の自白は，警察官が机

を叩いて怒るなど 15 歳の被疑者に対するものとしては不穏当な取調べがなさ

れ，信用性が減殺されること，客観的な裏付けがなく，Dを共犯とする点，

犯行直前の携帯メールの送受信記録に疑問があること，現場の案内は土地鑑か

らも可能なこと，本件に誘った者，現場に向かった者，少年，Bの関与態様な

どの重要な事実に不自然な変遷があり，時系列的に関係者の供述を対比すると
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取調官の誘導等の下，相互・循環的な影響が窺えること，被害者の特徴等の記

憶保持は不自然で誘導等が窺えること，C，Dの供述と重要な点での齟齬があ

ることなどから，信用性に疑問があること，⑦ Cと少年のアリバイ供述は，

母Ｉ，Cの女友達Ｎの供述とほぼ合致する詳細で具体的なもので，信用性なし

とは断じ難いこと，をそれぞれ指摘し，重大な事実誤認の疑いがあるとして，

平成 19 年�月，第�次家裁決定を取り消し差し戻した。

差戻しを受けた大阪家裁（受差戻審）は，裁定合議決定，検察官関与決定を

して審理したが，検察官が① B，C，D，少年と各身長・体重類似の�名を走

行させ，本件防犯カメラで撮影録画した DVD（本件 DVD），②Ｇ，Ｈ，C，少

年の各取調担当警察官�名の取調べを申し出た。しかし，受差戻審は，①につ

いては，本件映像の証明力に限界があるうえ，第�次抗告審で本件 DVDを写

真とした画像・説明が取調べ済みなこと，②については，第�次抗告審の信用

性判断に照らし，取調状況の証言で供述の信用性回復は図れず，取調状況は補

助的な判断に過ぎないこと，既に同趣旨の証人尋問調書が取調べ済みで，いず

れも必要性がないと判断して採用せず，第�次抗告審決定の消極的・否定的判

断に拘束されるとして，平成 19 年 12月，少年を非行なし不処分とした（第�

次家裁決定）。

これに対する検察官の抗告受理申立を大阪高裁（第�次抗告審）が受理し，

家庭裁判所としては，「非行事実の存否を決するために必要な証拠調べを尽く

すべき責務を負っている」ので，「第�次抗告審決定の内容，それに対する検

察官及び付添人の意見，検察官が申し出た証拠の立証趣旨等を総合考慮し，そ

の証拠を取り調べれば，第�次抗告審決定の判断が覆る蓋然性がある場合には，

新たな証拠調べを行わなければならず，それを行わなかったときには合理的裁

量を逸脱したものとして，決定に影響を及ぼす法令の違反がある」としたうえ，

本件 DVDを取り調べれば，実行犯中に Bが含まれることに合理的疑いが残る

との判断が変更を迫られる蓋然性が高いので，必要に応じ取調べ警察官の証人

尋問を行い，少年らの自白の信用性等を詳細に再検討することにより，第�次

抗告審決定の結論が覆る蓋然性があるから，少なくとも本件 DVDの取調べを

少年事件における事案の真相解明（廣瀬健二） 13



行わなければならなかったとして，平成 20 年�月，事件を大阪家裁に再び差

し戻した（第�次抗告審決定）。なお，成人 A，Bは大阪地裁で無罪とされた11)。

第�次抗告審決定に対し，付添人らが，本件 DVDは証拠価値がないので取

り調べないことに違法はなく，第�次抗告審決定は，自ら可能な取調べをせず

差し戻した点，不当に抗告受理をして少年の地位を著しく不安定にし，少年側

に意見を述べる機会を与えず防御の機会を与えていない点で憲法 31 条・32 条

に違反する旨主張して再抗告した。最高裁は，いずれも抗告理由に当たらない

としたが，以下の職権判断を示して，第�次抗告審決定を取り消し，受差戻審

の不処分決定に対する検察官の抗告を棄却した。

〈決定要旨〉

「少年の再抗告事件において，原決定に少年法 35条�項所定の事由が認めら

れない場合でも，同法 32 条所定の事由があって，これを取り消さなければ著

しく正義に反すると認められるときは，職権により原決定を取り消すことがで

きる」と解される（最決昭 58・�・�刑集 37巻�号 901 頁参照）。「第�次抗告

審決定は，第�次家裁決定が非行事実認定の主たる証拠とした少年の自白，C

の自白及び Dの自白の信用性をいずれも否定し，同決定には重大な事実の誤

認の疑いがあるとして，これを取り消したものであり，受差戻審に更なる証拠

調べを求めたものではない。そして，第�次抗告審決定は，被害者の供述をも

根拠として，実行犯の中に Bのように明らかに大柄な人物がいるとみること

には合理的な疑いが残るとしたものであること，同決定は，このほかにも，D

にアリバイが成立する可能性が高いことなど種々の点を指摘して上記各自白の

信用性に疑問があるとしたものであること，第�次審判において，少年の取調

べ警察官の証人尋問が行われ，同警察官及び Cの取調べ警察官の証人尋問調

書（A及び Bの第�審公判におけるもの）も取調べ済みであったこと，第�次抗

告審においては，検察官が本件 DVDの取調べを申し出たのと同一の趣旨で提

出した本件 DVDの映像を写真化した証拠及びこれを説明した鑑識課警察官の
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供述調書が取り調べられていたことなどにかんがみると，第�次抗告審決定が

いうように，本件 DVD等を取り調べることによって，第�次抗告審決定の結

論が覆る蓋然性があったとも認められない。以上に加え，本件の審理経過や早

期，迅速な処理が要請される少年保護事件の特質をも考慮すると，第�次抗告

審決定を受けた受差戻審が，検察官が取調べを申し出た本件 DVD等を取り調

べなかった措置は，合理的な裁量の範囲内のものと認められる」（〔判例�〕参

照）。そして，「受差戻審は，新たな証拠調べを行わない以上，第�次抗告審決

定が示した消極的否定的判断に拘束されることとなる」から（最判昭 43・10・

25刑集 22 巻 11号 961 頁参照），その旨判示し，非行なしとして少年を保護処分

に付さなかった第�次家裁決定に法令違反は認められず，また，記録を調べて

も，事実誤認も認められないとして，これを取り消した原決定を取り消し

た12)。

� 〔判例�〕最決平成 23・12・19 刑集 65巻�号 1661 頁

〈事実の概要〉

本件の保護処分取消の申立人Ｘは，前記御殿場事件の一員として強姦未遂保

護事件で平成 13 年 12月 14日静岡家裁沼津支部に送致され，平成 14 年�月�

日に同罪で中等少年院送致決定（本件保護処分決定）を受け，中等少年院に収

容されたが，Xは抗告せず，その処分は確定した。

その保護処分決定では，前記事実①が認定され，これが保護処分の基礎とさ

れていたが，前記のように共犯者�名が逆送・起訴され，その公判でのＶの供

述変更に基づく訴因変更がなされたことなどを受けて，Xは，平成 16年�月

13日，本件保護処分決定で認定された事実①は不存在であることが明らかに

なったとして，保護処分取消の申立をしたが，終局する以前に，平成 17年�

月�日その保護処分を受け終わった。前記申立（申立人は平成 19 年�月 22日追

少年事件における事案の真相解明（廣瀬健二） 15

12） 本判例全体の解説・評釈として，家令和典「判批」最高裁判所判例解説刑事篇平成 20

年度 550 頁，守屋克彦「判批」ジュリ 1376 号 226頁，廣瀬健二「判批」刑事法ジャーナ

ル 16 号 107頁など参照。



加上申書，平成 20 年 12月 17日最終意見書も提出）を受けた静岡家裁沼津支部

（原々審）は，本件保護処分決定の基礎とされた事実①に加えて，前記事実②

についてもその要旨を告げて陳述の機会を与え，事実②についてのアリバイ立

証も含めた反証活動をさせたうえ，事実①は認められないが，事実②（日時以

外は同一内容）の強姦未遂は認定できるとして，平成 21 年�月�日保護処分取

消申立を棄却した（原々決定）。

これに対し，Xが法令適用の誤り及び重大な事実誤認を理由として抗告を

申し立て，これを受けた東京高裁（原審）は，原々審の事実認定を是認したう

え，「非行事実の存在を前提としてなされた保護処分の取消しの判断対象とし

ての『審判に付すべき事由』は，非行事実と同一性のある範囲内の事実を意味

すると解するのが相当である」としたうえ，事実①と事実②とは異なるが，被

害者，犯行場所，共犯者，犯行に至る経緯，犯行態様等の事実関係が同一であ

り，犯行の時間帯も重なりが認められるから，両事実は，基本的事実関係が同

一で非両立の関係にあり，同一性を認めることができること，原々審では，ア

リバイ主張をはじめとする Xの陳述が十分なされるなど防御権を保障するに

足りる審判手続が行われているから，原々決定は相当であるとして，平成 22

年�月 15日抗告を棄却した（原決定）。

Xは，原決定に対して，事実②を認定したことは重大な事実誤認であるこ

と，仮に事実誤認がないとしても，⑴少年法 27条の�第�の「審判に付すべ

き事由」とは，保護処分決定で認定された非行事実自体であり，これと同一性

のある事実までは含むものではないから，事実①が認定できない以上，事実②

が認定できるとしても保護処分を取り消すべきであること，⑵仮に，事実①か

ら事実②への認定替えが許されるとしても，本件では保護処分決定から相当期

間が経過しており，申立人に対し，著しく困難な立証活動を一方的に課すもの

であって，告知聴聞の機会は形骸化し，防御権が保障されているとはいえない，

などと主張して再抗告を申し立てた。

〈決定要旨〉

最高裁は，本件抗告の趣意は，抗告理由に当たらないとして抗告を棄却した
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が，なお書きで，以下の職権判断を示した。

少年法「27条の�第�項の『審判に付すべき事由』とは，保護処分決定で

認定された非行事実と事実の同一性があり，構成要件的評価が変わらない事実

をも含むものと解するのが相当であるから，保護処分決定で認定された非行事

実について，犯行日とされた日にその非行事実が認められないにしても，これ

と異なる日に同一内容の非行事実が認められ，両事実が両立しない関係にあっ

て基本的事実関係において同一であり，事実の同一性が認められる場合には，

審判に付すべき事由は存在したということができ，同条項により保護処分を取

り消さなければならないときには当たらないというべきである」。

「保護処分取消し申立て事件において，事実の同一性がある範囲内で保護処

分決定と異なる非行事実を認定するには，申立人に防御の機会を与える必要が

あるところ，本件においては，保護処分決定から相当期間が経過している事情

を考慮しても，原々審は，本件保護処分決定で認定された強姦未遂の事実と同

一性が認められる異なる日の同一内容の強姦未遂の事実を認定するに当たり，

上記のとおり，審判期日で申立人にその事実の要旨を告げて陳述を聴いた上，

更にその日のアリバイ立証を含めて反証させるなど，十分に防御の機会を与え

ており，原々審の審判手続に所論の違法はない。｣13)

Ⅲ 各場面における「合理的裁量」

前記のように，最高裁は，〔判例�〕で，少年審判における事実審理の在り

方について，職権行使に合理的裁量を要求したが，家庭裁判所における審判の

証拠調べの方式〔判例�〕に加えて，抗告審における事実審理〔判例�〕，受

差戻審における事実審理〔判例�〕，保護処分の執行終了後の保護処分取消の

審判〔判例�〕と，それぞれの場面における判断を示しているので，それぞれ

の内容・相互の関係を検討していく。
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13） 本判例全体の解説・評釈として，野原俊郎「最高裁時の判例」ジュリ 1459号 105頁，

丸山雅夫「判批」刑事法ジャーナル 32号 180 頁，廣瀬健二「判批」判時 2202号 190 頁

（判例評論 659号 44 頁）など参照。



� 〔判例�〕が示した合理的裁量論は，他の判例でも引用等されており，

判断基準として定着しているものである。その団藤補足意見は，少年審判と少

年法の基本理念との関係を詳細に判示しているので，これを要約・確認してお

こう。

同意見は，刑訴法と異なり，少年法の事実の証明（審理）に関する規定が不

十分であるのは，少年審判の本質に根ざすものであること，すなわち，①刑事

事件における刑罰と犯罪，犯罪事実の証明と刑事処分との直接的関連に対して，

少年保護事件における非行事実（犯罪事実を含む。）は少年の要保護性を基礎づ

ける意味をもつにすぎず，非行事実と保護処分との結びつきは要保護性を介し

ての間接的なものであるうえ，要保護性の認定のためには，非行事実の認定の

ほかに少年の素質・環境の全般にわたる立ち入った科学調査が不可欠であるこ

と。②保護処分の教育・福祉処分的な性格から，少年審判における非行事実に

ついては刑事裁判におけるような厳格な証明は必要でないという見方，保護教

育目的達成のため，少年審判のすべてが家庭裁判所の合目的的な裁量に委ねら

れるべきだという考え方が，規定を設けていない理由であろうとしている。

他方，少年審判制度における少年の人権保障の観点，司法的機能の面がやが

て強く意識されるようになって来たことは「当然の成行き」であり，「少年法

の改正の方向づけばかりでなく，現行少年法の解釈運用の上にも反省をせまる

ものであ」り，保護処分の自由制限，人権制限の側面から，憲法 31 条の適正

手続（少なくともその趣旨）は，少年保護事件において保護処分を言い渡す場

合にも推及されるので，家庭裁判所の裁量は，適正手続の趣旨から羈束された

裁量となるとし，このような要請は，適正手続条項からだけではなく，少年法

の基本理念（�条）から発するもので，少年に対してその人権の保障を考え納

得の行くような手続をふんでやることによって，はじめて保護処分が少年に対

して所期の改善効果を挙げることができる旨付言されている。

この前段は，アメリカ少年法の保護・福祉の理念に通じる少年法の保護教育

主義，要保護性重視の立場から，家裁の裁量を重視した規定となったという指

摘であって，立法経過や当初の審判運営に関する議論などから首肯できるもの
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である14)。

後段部分は，その後，保護処分の人権制約性・不利益性が自覚され，適正手

続の要請は少年審判にも妥当すると考えるべきであり，本件では，非行事実認

定に重要な証人については，実質的な反対尋問の機会を与える必要があるとし

ているものである。学説や少年審判実務の展開の中で，家庭裁判所の司法的機

能の重視，審判対象としての非行事実の重視などの動きがあったことを指摘し

たものと思われる15)。その後，この原則論及び実質的な反対尋問権の保障は

少年審判実務の共通理解となっており，原則として実践されている16)。

また，法改正の方向付けについて言及されている点については，平成�年こ

ろからであるが，非行事実認定手続の適正化のための改正が提言され，平成

12 年以降の改正で，一部ではあるが，少年の権利保護の規定が設けられ（17

条の�・22 条の�・27条の�，規則 29 条の�〜�），今後も国選付添人の対象事

件の拡大の改正が予定されている17)。

� 〔判例�〕について，「少年保護事件における非行事実の認定に関する証

拠調べの範囲，限度，方法の決定は，家庭裁判所の完全な自由裁量に属するも

のではなく，その合理的な裁量にゆだねられたものである」と〔判例�〕を引

用し，「その抗告裁判所による事実の取調べも，少年保護事件の抗告審として

の性質を踏まえ，合理的な裁量により行われるべきものと解される（少年法 32

条の�参照）。」としている点までは，異論は少ないであろう。
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14） もっとも，立法経過の検討からは，アメリカ法の影響とともに，旧法の下で争われる

事件がほとんどなかったため，立法担当者に非行事実認定手続についての問題意識が乏

しかったことの影響が窺えると指摘されている。浜井一夫ほか『少年事件の処理に関す

る実務上の諸問題』145頁参照。

15） 木谷 =家令・前掲 95頁。非行事実重視の契機となった重要な論考として，早川義郎

「少年審判における非行事実と要保護性の意義について」家月 19 巻�号�頁参照。

16） 木谷 =家令・前掲 95頁，浜井ほか・前掲 188 頁。なお，その例外を認めた最近の裁判

例として，東京高決平成 17・	・10家月 58 巻 11号 89 頁などがある。詳細は，廣瀬健

二『裁判例コンメンタール少年法』215頁（加藤学）参照。

17） 詳細は，廣瀬健二「付添人の役割と意義」総合法律支援論叢�号 10 頁参照。



しかし，「本件においては，原々審が取り調べた証拠を前提とする限り，被

害者の供述等の信用性に関する原々審の消極的評価は是認できないが，アリバ

イ供述等につき信用性の検討を行わない限り，被害者の供述等について最終的

な信用性の判断をすることができないというのであるから，原審が，アリバイ

供述等の信用性について，必要な事実の取調べをして検討した上で，原々決定

を取消し，事件を差し戻したことは，合理的な裁量の範囲内として是認するこ

とができる。」として，原々審の不処分決定を破棄した原審の，いわゆる少年

に不利な方向（非行事実を認定する方向）における職権行使を是認している点に

ついては異論がみられる。この点については，後に検討を加える。

� 〔判例�〕 家庭裁判所が検察官が取調べを申し出た証拠を取り調べなか

った措置を合理的裁量の範囲内と認めている。本判例は〔判例�〕を引用した

うえ，非行事実の認定にも厳格な証明が必要であり，合理的疑いがあるとした

差戻審決定に拘束される受差戻審としては，その決定の結論が覆る蓋然性があ

ると認められない証拠を取り調べる必要は認められないとしたこと，二度も抗

告審を経ているという本件の審理経過，早期，迅速な処理が要請される少年保

護事件の特質をも考慮して，家裁の職権の不行使を合理的な裁量の範囲内のも

のと認めている。

この判断は，団藤意見にある適正手続の観点のみならず，少年の情操保護

（規則�条�項）や少年の納得等の観点からも相当なものと思われる。

� 〔判例�〕 保護処分取消し申立て事件において，事実の同一性がある範

囲内で異なる非行事実を認定するには，申立人に防御の機会を与える必要があ

るとし，本件においては，保護処分決定から相当期間が経過している事情を考

慮しても，原々審は，本件保護処分決定で認定された強姦未遂の事実と同一性

が認められる異なる日の同一内容の強姦未遂の事実を認定するに当たり，審判

期日で申立人にその事実の要旨を告げて陳述を聴いたうえ，更にその日のアリ

バイ立証を含めて反証させるなど，十分に防御の機会を与えていることを挙げ，
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この要請をみたしているとしている。

判文において，「合理的裁量の範囲内」という表現は用いられていないが，

保護処分取消の審判にも，少年審判の規定が準用されており（27条の�第�

項），手続保障とともに，非行事実を認定する方向での職権行使が行われてい

る点では，〔判例�〕と同様の判断と思われる。

Ⅳ 合理的裁量論の範囲

〔判例�〕は，少年の実質的な反対尋問権の機会不付与について，裁量の合

理性の観点から批判し，少年の人権保障のための職権行使を要求した事例であ

り，団藤補足意見も前記のように適正手続・少年の納得のための手続保障を要

求するものであった。この点から，〔判例�〕の射程は，家庭裁判所に対して，

少年の権利保障に有用（いわゆる少年に有利）な職権行使を要求する場合に限

定されるという見方もあり得るであろう。そうだとすれば，〔判例�〕は前述

のように同じ方向性のものとして是認されると思われるが，〔判例�〕及び

〔判例�〕は，非行事実を認定する方向での（いわゆる少年に不利な）職権行使

であり，問題があるということになろう。

この点については，〔判例�〕の法廷意見では，合理的裁量の範囲に限定は

付されていないので，少年審判における合理的裁量の範囲を明らかにする必要

がある。

団藤意見で的確に指摘されているように，少年審判は，科学調査によって明

らかにした少年の要保護性（資質・環境等の問題点）に即応する最適な処遇を

することによって少年の健全育成を図るものである。そのためには，少年が非

行事実を行ったのであれば，その非行事実の存在はもちろん，その具体的な内

容・態様の詳細，動機，経緯，前後の事情等をできる限り明らかに解明し，そ

れを前提とした科学調査がなされる必要がある。家庭裁判所がそのために職権

行使することは当然，少年の健全な育成に資するものとして合理的裁量の範囲

内のものといえるはずである。そうすると，少年の行った非行事実をできるだ

け明らかにする，真相究明のための措置であるという理由でこれが制限される
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はずはないであろう。非行を行い，要保護性が高い少年が，家裁等の職権不行

使によって，非行事実が十分明らかにならず，要保護性解消のために必要とさ

れる適切な処遇を受けられないとすれば，少年の健全育成にはマイナスという

ほかなく，社会にとってはもちろん本人にとってもよくないこととなるからで

ある。したがって，〔判例�〕の判断は，少年の健全育成・保護教育の観点か

らも，妥当なものということができる。〔判例�〕は，保護処分取消という異

なる場面ではあるが，非行事実の認定により要保護性のある少年に必要な保護

処分をしたことを確認するための職権行使であるから，同様に合理的裁量の範

囲内のものということができると思われる。

Ⅴ む す び

以上，判例の展開を分析・検討してきたが，事案の真相解明は，同時に正確

な事実認定の要求である。これは，まず，人権保障，すなわち，冤罪・事実誤

認により少年が傷つくことを防ぐために求められる。少年事件では，これに加

えて，既に詳述したように，少年の健全な育成を図るため，その要保護性に即

した最適な処遇をするための前提として必要不可欠な，その動機・経緯や背景

なども含め，正確な非行事実の解明が強く求められている。この趣旨で，事案

の真相解明は，少年法の基本理念と深い関わりを持つ。私は，十数年の少年審

判の経験に加え，諸外国との比較法制的検討，法改正の論議等にも関わってき

たが，保護教育主義の現行少年法は，基本的に堅持すべきものであると確信し

ている。そのためには，まず，適切な制度運営によって国民の理解が得られる

審判であることが必須の前提となる。今回論じた家裁等の職権行使の在り方，

基本理念との関係もその一つの場面だと思われる。

この点，〔判例�〕〔判例�〕を批判し，非行事実を積極的に解明する職権行

使に否定的な立場もみられる18)19)。しかしながら，最高裁は前述のように積

極・消極いずれの方向への職権行使についても，合理的裁量の範囲内として肯
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定しており，そのような立場には立たないことが明らかである20)。

上記の基本理念に発するもの以外にも，家裁等の積極的な職権行使を基礎付

ける理由がある。

まず，少年審判の手続構造がある。団藤意見も指摘しているとおり，少年審

判は，少年の保護教育・最適な処遇を目指すため，職権主義的審問構造を取っ

ているので，当事者主義の下での裁判所のような受動的・補充的な職権行使で

は職責を十全に果たすことはできない。真相を解明し，最適な処遇を実現する

ために必要であれば，検察官が関与するごく一部の事件を除いて，裁判官の積

極的な職権行使が要請されることとなる21)。

また，審判実務・裁判の実情から考えると，裁判所の証拠調べや釈明等の職

権行使が非行事実の認定に積極・消極（いわゆる少年に有利・不利）いずれに役

立つかは必ずしも自明なことではない。その裁判の主張や証拠関係によって，

主張や証拠の提出等がその提出者等の意図に反した機能を果たす事例は珍しく

ないのであって，前記のような職権行使の機能についての評価は，証拠が出尽

くした段階に至らなければ，正確にはできないものである。そうすると，片面

的な職権行使しか認めない立場は審判運営の実際に整合しないものといわざる

を得ないであろう。

さらに，重大な非行の場合には，被害者のほか，一般社会の真相解明の要求
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19） 非行事実認定への積極的な職権行使に消極的な裁判所関係者のものとして，三井明

「否認事件の審理手続について」最高裁判所事務総局『家庭裁判所の諸問題（下）』（家庭

裁判資料 88号）134 頁〈昭和 45年〉，長島孝太郎「少年審判手続と職権証拠調」別冊判

例タイムズ�号 163 頁〈昭和 54 年〉，大阪家決昭和 46・�・22家月 24 巻�号 102 頁等

があるが，いずれも相当前のものである。

20） 非行事実認定のための補充捜査の依頼の可否についても，類似の議論があったが，こ

の点でも，最高裁は，捜査機関に対する補充捜査依頼を許容している（最決平成�・

10・24 刑集 44・�・639）。詳細は，田宮 =廣瀬・前掲 157頁，浜井ほか・前掲 209 頁参

照。

21） 現に職権主義がとられているドイツでは，「裁判所は真相究明のため，裁判にとって意

義のあるすべての事実及び証拠について職権によって取調を行わなければならない」と

の義務づけ規定（刑事訴訟法 244 条�項）が設けられている。なお，少年審判における

職権証拠調べ義務との関係については，田宮 =廣瀬・前掲 240 頁参照。



も強いが，これに適切に対応することは，少年審判制度の信頼確保のためにも

重要であり，十分な職権行使が要請される22)。

加えて，事案の真相解明によって少年に対して適切な処分がなされれば，そ

の再犯が抑止され，犯罪防止に資することによって公共の福祉にもかなうこと

になるが，それが達せられなければ，前述のように，本人にも，社会にも少な

からぬ弊害をもたらすことになる。

少年事件における裁判所の職権行使・事案の真相解明を考えるには，これら

の点への留意が欠かせないことを銘記すべきである。
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22） 犯罪被害者等基本法が施行され，同法に基づく犯罪被害者等基本計画が策定され，そ

れに応える少年審判の傍聴等の法改正が行われており，犯罪被害者の関心に応える必要

性は法的義務に高められてきている。しかし，そもそも，保護教育主義の少年法制は，

社会の寛容・国民の理解に基礎をおいているものである。この観点からも，少年審判制

度全般への国民の理解を図ることが解釈・運用においても重要である。


	少年事件における事案の真相解明
	Ⅰ はじめに
	Ⅱ 裁判所の職権行使に関する最高裁判例
	Ⅲ 各場面における「合理的裁量」
	Ⅳ 合理的裁量論の範囲
	Ⅴ むすび



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [420.945 600.945]
>> setpagedevice


